
そ う だ ん  し ん せ い        か た

く相談・申請をされる方のために〉

この「しおり」には、生活保護制度について、知っておいていただき

たいことや手続について書いてありますので必ず読んでください。

せ い か つ  ほ  ご   し ん せ い   こ く み ん   け ん り

生活保護の申請は国民の権利です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあ

るものですので。ためらわずにご相談ください。

1 生活保護とは

2生活保護の開始までの流れ
3生活保護の種類と仕組み
4坐鱈保差を皇ける行の権射
5生活保護を受ける方の義務
6保墨豊の差将鐘盤と豊将覆項目ま負1
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沖縄県中部福祉事務所 生活保護班
〒904-2155 沖穐箭異拝諭子箇6警 28喜
TEL 098-938-9709
FA×  098-938-9789



0生活保護とは●
工播像義は、工幡に西っている箇健の撻巌で貿1と話な畿櫨顔凌
の工播を保障し、冒某に向けて色狂した工播が送れるよう支穣する
ことを百話として、首がLI珠画播基鉾25築や工揺像蓄送に基づぃ
て拝う制凌です。

≪■揺像圭を皇けるために≫
生活保護は、資産、能力、その他あらゆるものを活用することを
姜枠として、必要な保護が拝われます。

①資准の揺痛
未I備できる賓准(埜播必器ヱ飯赤のポ勤誰、傾寿登、ゴ勤革、
工齢保検、賃金滝、船舶等)は埜て工浩贅に先ててくださぃ。

※なお、住居用のポ勤准は脈負tとして保堵が欽められます。
また、個河の挙f器により、ゴ勤革、ォートバィ、工齢保検、
学資保険の保有が認められる場合がありますので、ご相談く
ださい。

■ ■

②罷笏の藩馬
と帯のギで筒ける人は、罷拓に慮じて筒いて取天を得てくださ
い。ただし、病気ゃ博畜

｀
、その栖の逸糧で筒けない犬は、その諜

匙緯摂(疼養尊恐ゃ競寿支接)を廃尭とします。
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③把芳亀施受の好声
生活保護法以外の法律、制度などで利用できるものや支援が

受けられるものは全て活用してください。(年金、手当、失業給付
き ん  しょうびよう て あ て き ん  ろ う ど う し ゃ さ い が い ほ し ょ う き ん

金、傷病手当金、労働者災害補償金など)

④扶壬義務岩からの援劫、扶垂頂会について
夫婦、親子 (離婚後の子の父、母も含む)、 兄弟姉妹など民法上

の扶養義務のある方から援助を受けることができる場合は、生活

保護に優先して、受けてください。この意味するところは、例えば、

実際に扶養義務者からの金銭的扶養が行われたときに、これを

被保護者の収入として取り扱うこと等を意味するものであり、扶養

義赫者による表巻の苛杏馨が、保護の要杏の輸茫に彰誓を疲ぼ
すものではありません。

また、「扶養義務の履行が期待できないと判断さ

れる扶養義務者 (☆ )」には扶養照会を見合わせる

こともできるため、事前にご相談ください。

(★ )「扶養義務の履行が期待できないと判断される扶養義務者」の例

O長期入院患者、いわゆる専業主婦、概ね70歳以上の高齢者等
O著しい関係不良の場合等特別な事情がある場合
と う が い ら、 よ う ぎ む じ ゃ   しゃ つき ん  か さ

・当該扶養義務者に借金を重ねている

・当該扶養義務者と

・縁が切られている

相続をめぐり対立している .鼻
・当該扶養義務者と10年程度音信不通である等

交流が断絶していると判断される場合
か て い な い は うりょく      ぎゃくたい な ど    け tヽ い           もの

ODV(家庭内暴力)や虐待等の経緯がある者 など
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0生活保護の開始までの流れ0

さまざまな理由で、生活が成り立たなくなつてしまうことがあります。

そんなときには、指社掌務所にご稲談くださぃ。■好快墨の箋語が

'さ
まるまでには、以下の手続になります。

お注まいの魅競の指灘 読支は面紺価場坐幡保護超望訣に
ご相談ください。

生活保護を受けたい方は、申請書を提出してください。
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④受給開
し
お

坐播ゃど進の釈萌などを調査し、■播倶議が奮藉できるかどうか
審査します。

坐好像誰が摂茫したら、像差豊の受絡が

'さ

まります。また、ケー
スワーカーによる支援が開始されますので、定期的な家庭訪間や

豚要讐毅の提1餌に痣じてくださぃ。

奪 輸

生活や資産の状況、ご親晨との交流状況などを確詔させていただきます。プライベートな部

分もあるため、お話は可能な範囲で構いません。来所だけではなく、電話での相談もできま

す。

本人の意思で申請することが必要です。ただし、何らかの事情で本人が申請できないとき

は、親族などが代理で申請することもできます。

幣誇に秤い、訪香に必要な讐鎗や督進頼萌が縫諸できる賢輝などを兼めることがあります。

訥香の部で、①督産、②繊獨籠朽、③杞軽花施策の箸鴬渓萌、扶弩曇絡 からの棲筋(P
警頂)を推諮します。その宿菓、坐繹 、経悟醤、選鰻 などの妻はど浩警と督帯の項ズを
ユ艤し、頂ズが事荏星浩臀にたりない場合、整)き凛誰が皇けられます。
【緯 笏 】
華誇した白から営貞tとして1だ政鴨(特傷iな掌稽で調香に博肖を聾する場答にはぎ長で30
日以内)に生活保護が受給できるかどうかの結果が通知されます。

を     イ
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0生活保護の種類と仕組み0

1保護の種類
埜播像叢には、茨の9つの扶助があり、盾け凸や華誇により豚要に態じて妥斬を長

けることができます。

※ 上記録獅の女縮にl渉一定の条梓ゃ上碑兼がぁとI、 授絡できなbl場合があιIきすので、
福社拳為希のケースη―殉―へ必げ挙託に稲畿してくだとぃ。

※ ピ着秩蹄縦ぴ外義朱拗についてl渉Ⅲ鞭察等にか
'I費
種の二報弦l占塾鰍が凸奮貰迫とな

る堪啓があ呵書す。
4

生活を営むための食費や

死類永普等の養楯

助 ⑤外叢扶助
介護サービスのための費用

家賃、地代のための費用

(家屋補修費口転居の際の

敷金を含みまず。)

⑥譴選撲功

お産のための費用

ヽ

盟
,こ

F ti

普撲航
ぎ む き ょうい く      ひ よ う

義務教育のための費用

⑦工業撲朗

仕事を始めるときや資格を

とるための費用日高校等

競i学費

選療秩勧
病気治療のための費用

(搭 ,i:三 ilサ ly】 lti日

''Ⅲ

夕蘊豊Htti置

整復を含みます。)

④ ③葬察決勧

お葬式のための費用

(葬儀を審う行の華誇が
必要です。)

曲
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いちじてき しゅよう    ひよういくひから   しんせいじひふくひなど か
|とョき件三ぉ三豊H核¬ョξ豊・

'大

こ隼一時的な需要のための費用 (被服費 (紙おむつ日新生児被服費等)日 家
じゅん び きん  は い て ん せ つ び ひ  す い ど うせ つ び び な ど

準備金日配電設備費 H水道設備費等 )



2保護費のしくみ

保護は原則として世帯を単位として行われます。世帯の状況に応じて、国が決め

た最低生活費 (世帯員数、年齢、地域によって異なる。)と世帯全体の収入を比

べて、足りない分を生活保護費として支給します。

なお、裏毬■
｀
港養には豚要に態じて答橙揃資が待けられます。(「障害者加算」、

「児童養育妬贅」、「外墨標醍輝加贅」、「自キ妬贅」など)

例 1 低 生

収   入

収入が最低生活費を下回る場合、

その不足分の保護費が受けられます。

例 2 生

入

収入が最低生活費を上回る場合、

保護は受けられません。

☆収入とは☆

次のページ2-(1)に詳しく記載しています。そちらをご確認ください。

0生活保護を受ける方の権利0
生活保護を受ける方には、次のような権利が保障されます。

(1)案梓を滝たせば、埜ての折が竿写に■幡保護を壷けられます。

(2)正 当な理由なく、保護費が減額されたり、生活保護を受けられなくなることはあ

りません。

(3)壷 け贔る保墨豊や保護の栃路に対して、親整がかけられたり、差みさえられた

りすることはありません。

※ 申請に対する結果通知の内容に不服があるときは、その決定を知つた日の

翌日から起算して、3か月以内に県知事に対して、審査請求(不服申立て)す

ることができます。
5
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０む務ぎ義の】方るけう受をご護ぼ保”活］生０

1生活上の義務
(1)働ける人は能力に応じて働いて収入を得なければなりません。

(2)結気の天は、迭飾の指呆を等り、競気獲醤に努めてください。

(3)支出の節約を図り、生活の維持日向上に努めてください。

(パチンコ、スロットマシン、飲酒などでの浪費はいけません。)

(4)桂屯の家賃、蕎査費や教粉醤などはそれぞれの首誘のために受播している

ものですから、滞納がないようにしてください。

2答雄馬鍾の義務
坐幡快差を皇ける折は埜ての項ズについて指社掌秩読にだけ凸なければな
りません。また、生活状況に変化があつたときにも、必ず届け出をしてください。

次のような場合は、ケースワーカーに届け出てください。

佃)収入があつたとき
◎咎墾・諮郷、ボーナス、亀種基など
※ 高校生や受験浪人のアルバイト収入も申告しなければなりません。

世帯主 (保護者)が責任をもって申告してください。
◎傍揺ギ堅整、た将ド険登、努爽離 登、坐齢摂険登など
◎ 年金、恩給、児童手当、児童扶養手当、奨学金など

◎ 仕送り、見舞金、慰謝料などの臨時収入、その他あらゆる収入

※ 保護受給中の借金も全て収入になります。

※項ズのうち指社掌称読から革新の類話があれば、項ズとして話せしない
取扱いができる場合があります。

(2)世帯や生活に変わつたことがあつたとき

◎琺天、義宙、

“

差、元誓などぜ寺貫毅が羨ゎったとき
◎新商、実業、戦穏、廷学したとき
◎ 家賃、地代が変わつたとき (転居するときは事前に相談してください。)

◎ 入院・退院したとき

3指 導指示に従う義務
福祉事務所では、義務を果たしていないと認められる場合や、生活の維持日向

上、その他保護の目的達成のため、必要なときには、指導指示又は検診命令を

行います。この指導等に従わない場合、保護の変更、停止又は廃上が行われ

ることがあります。
6



ぼ  ご  ひ    ひ よ  う へ ん か ん   ひ よ う ち ょ う し ゆ う  ば つ そ く

0保護費の費用返還と費用徴収・罰則●

1費用返還
資力があるにもかかわらず保護を受けたときや次のような場合などには、
競に受絡された保垂豊(★)の鉢山鴨で、指社事務餅の茫める嶺を遺盤しな
ければなりません。

① 上亀、蓮栃、軍などを発蔀したとき

② 年金や手当などをさかのぼつて受給したとき

③ 生命保険を解約したり、保険金を受け取つたとき

④ 崇晟などによる横讐酷慣整を壷けれつたとき

※ なお、自立助長の観点から返還を一部免除できる場合もありますので、

事前にご相談ください。

2費用徴収B罰負t
不正な半酸 (項更がぁりながら平善しなかったり、かなく華善したときゃ離

の申請など)により保護を受けたり、または他人に受けさせた者は不正受給

として、それまで支給された保護費 (★)の範囲内で不正受給した額の全額、

または一部を徴収されます。悪質な場合は、徴収金加算(10%～ 40%)がつく

ことがあります。また、生活保護法や刑法によって厳しく処罰される場合があ

ります。

(★ )「 (既に田それまで)支絡された保護費」とは
実際に支給された保護費だけではなく、現物

給付された医療扶助や介護扶助等も含みます。

医療扶助については、医療費の10割 (勤め先

の催〆保横に揃ズしている折は3魯I)が封家とな
ります。
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・
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くるま しょゆ う う ん て ん

車を帝有したとI遅猛すること勝てと書せん r

工港保護を曳けている折は、軍を赫括したり、ほかの人の軍を借りて越転
することは認められません。
なぜなら埜播像畿は、量播に西つている折の最は丑播を係峙する制溢で
すから、生活保護のお金では、

など、とても生活に負担がかかります。

また、保護を受けていない住民からの誤解を招くことになりま

す。

もし、車を所有したり、借りて運転していることがわかつた場合
は、指導の対家となり、像誰を停止したり脚上したりすることがあ
ります。スーパーの買い物などでの使用もできません。

ただし、次の場合などは所有、使用が認められることもあります

のでケースワーカーに相談してください。

1 軍は高椅なので賞う祭裕がない
2毎月の燃料費が負担できない
3革検ロゴ時番ゃ任意楳膜流矢に費楯がかかる
4車の修理費は、とつぴな支出となり負担になる
5事故を迄こした場合、醒残費が凸苗貫迪になる

1 自営業(運送業日配達など)に使う場合
2軍メ外に遥勤する拷援が埜くないか、受は通勤することが祗めて
困難で、その所有が社会的に適当と認められる場合

3障害者が通撓などで、莉帝し奏る泰芙の巽だ農曽が埜くないか、
受は本英の憂越穣曽を利獅することができず、軍塀外に通饒など
が祗めて歯難な場答

※125cc以下のオートバイは一定の要件のもと保有が認められます。

8



そ うだ ん  し え ん   おこな  き か ん

0相談・支援を行う機関●

指社鍋 では、後場など餡粽藩肖と笙緒になつてみなさんが雪ゐたちの労考坐篭
できるように手ロカ|すします。,心配ごとやわからないことがありましたら、お気軽にご稲談
くださしヽ。

①鵠 協
・證役催震保検、證箕弊警、外遥保揆、ど錠税、その泡稲譲 → 特要亀篭讐喜
せいかつ

。生活
ろうじん

、老人
し

ヽ
~

の →

098-895-2¬ 31

か かい
△ 罰

金
か ん り

管理 ―ビ2

3 の泡稲譲努

9

¬ 帥 界ζ 098-966-¬ 200 締 絲 諜 098-966-¬ 207

2
ぎ の ざそん

宜野座村 098-968-5¬ ¶¬
けんこう心、くしか

健康福祉課 098-968-3253

3
きんちょう

金武阿 098-968-2¬¬¬
ほ 1ナ ん ら、くし か

保健福祉課 098-968-3559

4 訪答籍 098-982-9200
心、く し か

福祉課 098-982-9209

5 鉾 腕輸] 098-956-η¬¬¬
ふ くしか

福祉課 098-956-1¬ ¬¬

6 身ヒ宅慾稲『 098-936-¬ 234 指継課 098-936-¬ 234

7 身t串騎籍 098-935-2233 指継諜 098-935-2233

8 串競籍 指継訣 098-895-¬了38

¬ ぎ縞ネζ程婆指雑務轟婆 098-966-¬ ¬93
おんなそんあざおんな

思納村字思納6302

2
ぎ の ざそんしゃかいふくしきようぎかい

宜野座村社会福祉協議会 098-968-8979
ぎ の ざそんあざそけい

宜野座村字惣慶¬898

3 警試衛子社婆指社称岳婆 098-968-33¬ 0 金武も]等墨食¬842
4 鵠答籍社婆指社協轟婆 098-958-2939 鵠答特等産豊除2975
5 筆撃腕も]社婆指社称轟婆 098-956-¬ 177 箋学腑れ]等叙攀4宥-1
6 ヨヒ答爾社婆指社協議婆 098-936-2940 身と答哲寧告脈26-6
了 身t串新籍社婆浩社読議婆 098-935-4520 詑串統籍等朧 A5¬
8 零競鷺社婆指社称轟婆 098-895-408Ч 竿競籍等多重η87-1

η コザ弊警掌霧薪 098-933-2267 沖縄市胡屋2-2-52 攣警の藷趨哲・稲歌など
2

な ごねんきんじむ しょ
掻護年金事務所 0980-52-2522 掻護市東江+9¬ 9 筆整の藷趨暫。稲獣など

3
ほう     おきなわ
法テラス沖縄 050-3383-5533 那覇市楚辺+5-¬ 7 2,3F 惜義。ポ罰控稲談など

4 鋪縫紫納 坐焙笠確
サヽ°一ソ刃ケサホ
°―トセツター部爺

098-923-0881 沖縄市美原十¬¬-3
艶 鞘 黒 、綴 桑
の稲獣など

名 称 住 所 相談内容電話番号
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